
葉 ウ

日
同
和
教
育
講
座
受
講
生
募
集
日

市
教
育
委
員
会
と
中
央
公
民
館
で

は
、
人
権
を
守
り
、
差
別
の
な
い
住

み
よ
い
社
会
を

つ
く
る
た
め
に
つ
ぎ

の
と
お
り
講
座
を
開
き
ま
す
。

受
講
希
望
者
は
、
今
月
二
十
六
日

ま
で
に
中
央
公
民
館

（勤
労
婦
人
セ

ン
タ
ー
内
）
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

日
受
講
資
格
＝
市
内
居
住
者
か
勤
め

て
い
る
人

（託
児
も
で
き
ま
す
）

日
開

設

日

＝

７

月

２

日

、

７

月

１６

日

８

月

６

日

、

８

月

２０

日

、

９

月

３

日

９
月
１７
日
の
六
日
間
。
時
間
は
昼
の

部
が
午
後

一
時
二
十
分
か
ら
午
後
四

時
、
夜
の
部
が
午
後
六
時
三
十
分
か

ら
午
後
九
時
ま
で
。

口
学
習
内
容
＝
①
同
和
問
題
と
私
の

か
か
わ
り
、
②
生
き
て
い
る
部
落
差

別
、
９
被
差
別
部
落
の
歴
史
ほ
か
。

日
受
講
料
＝
無
料

中
央
生
活
学
校
生
も
募
集

Ｂ
消
費
生
活
に
つ
い
て
の
課
題
学
習

に
取
り
組
む
中
央
生
活
学
校
で
も
受

講
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

開
講
は
七
月
か
ら
で
す
。
希
望
者

は
今
月
末
日
ま
で
に
中
央
公
民
館
ヘ

く
わ
し
く
は
同
中
央
公
民
館
へ
。

日
費
用
＝
無
料

（託
児
も
し
ま
す
）

く
わ
し
く
は
学
校
教
育
課
へ
る
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

県
教
員
採
用
候
補
者

選
　
考
　
試
　
験

県
教
育
委
員
会
で
は
、
来
年
度
の

公
立
学
校
教
員

（小
学
校
、
中
学
校

高
等
学
校
、
養
護
学
校
）
の
選
考
試

験
を
つ
ぎ
の
と
お
り
し
ま
す
。

日
試
験
日
＝
七
月
二
十
五
日

日
長
付
期
間
＝
六
月
十
四
日
か
ら
三

十
日
ま
で
　
郵
送
の
場
合
、
二
十
五

日
消
印
ま
で
有
効
。

く
ゎ
し
く
は
〒
８‐２
福
岡
市
博
多
区

東
公
園
七
十
七
　
県
教
育
庁
指
導
二

課

（
男
エ
ー
奎

一
―

〓
三

）
へ
。

県
職
員
（上
級

。
中
級
）

採
　
用
　
試
　
験

県
人
事
委
員
会
で
は
県
職
員

（上

級

。
中
級
）
の
採
用
試
験
を
七
月
十

八
日
に
し
ま
す
。
受
付
期
間
は
六
月

二
十
三
日
ま
で

（郵
送
の
場
合
は
当

日
消
印
有
効
）
く
わ
し
く
は
県
人
事

委
員
会
任
用
課
（電
雲
下
杏
〓
奉
霊

育
児
学
級
を
開
き
ま
す

八
女
保
健
所
で
は
、
六
月
二
十
日

午
後

一
時
半
か
ら
二
時
ま
で
、
八
女

保
健
所
で
、

「赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方
」

に
つ
い
て
の
学
級
を
開
き
ま
す
。

受
講
料
無
料
。
希
望
者
は
ど
う
ぞ

無
料
梅
毒
血
液
検
査

八
女
保
健
所
で
は
、
六
月
二
十

一
、

二
十
二
、
二
十
八
、
二
十
日
の
四
日

間
、
性
病．
予
防
事
業
と
し
て
梅
毒
血

液
検
査
を
無
料
で
し
ま
す
。

時
間
は
、
い
ず
れ
も
あ
さ
の
九
時

か
ら
十

一
時
ま
で
で
す
。
く
わ
し
く

は
八
女
保
健
所
へ
。

あ
な
た
も
勉
強
し
て
み
ま
せ
ん
か

差
別
の
な
い
住
み
よ
い
社
会
を
つ
く
る
た
め

児
童
手
当
の
特
例
給
付

が
受
け
ら
れ
ま
す

昭
和
五
十
七
年
六
月
か
ら
六
十
年

五
月
ま
で
、
所
得
制
限
で
児
童
手
当

が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
の
う
ち
給

与
所
得
者

（国
民
年
金
を
除
い
た
年

金
加
入
者
）
で
（　
一
定
の
所
得
未
満

（標
準
的
な
五
人
世
帯
で
、
年
間
所

得
三
七
四
万
円
未
満
）
の
人
に
対
し

て
は
、
特
例
給
付
が
行
わ
れ
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、
印
か
ん
を
持

っ
て
福
祉
事
務
所
福
祉
係
へ
お
い
で

く
だ
さ
い
。
児
童
手
当
の
特
例
給
付

に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
同
係
へ
お

た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

心
身
障
害
児
の

た
め
の
教
育
相
談

就
学
前
の
心
身
障
害
児
の
た
め
の

教
育
相
談
を

つ
ぎ
の
と
お
り
開
き
ま

す
ゃ
希
望
さ
れ
る
方
は
、
市
教
育
委

員
会
学
校
教
育
課
へ
七
月
十
日
ま
で

に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
＝
八
月
十
日
午
前
十
時
か

ら
午
後
五
時
ま
で

日
会
場
＝
八
女
市
総
合
庁
舎

編集 企画課 でんわ攪 ③4111

交通事故のご相談は

お気軽にどうぞ ゝ

無料で相談に応じます

午前 9時半～午後 4時半 (平日)
土曜日は正午まで

◎専門の相談員が親身になってご相談
に応じています。

◎弁護士不目談日:毎週金曜日午後 1時
～4時
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福岡市中央区天神 2-14-8
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日Fp用J _ノ 瀬F口用J

a発行 福岡県
⑥月B8日号


